
九

発
行
者
で
あ
る
会
社
に
よ
る
上
場
株
券
等
の
公
開
買
付
け
の
開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
六
年
大
蔵
省
令
第
九
十
五
号
）

改

正

案

現

行

発
行
者
に
よ
る
上
場
株
券
等
の
公
開
買
付
け
の
開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令

発
行
者
で
あ
る
会
社
に
よ
る
上
場
株
券
等
の
公
開
買
付
け
の
開
示
に
関
す

る
内
閣
府
令

（
定
義
）

（
定
義
）

第
一
条

こ
の
府
令
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各

第
一
条

こ
の
府
令
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各

号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
〜
十

（
略
）

一
〜
十

（
略
）

十
一

応
募
株
主
等

法
第
二
十
七
条
の
二
十
二
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用

十
一

応
募
株
主

法
第
二
十
七
条
の
二
十
二
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

す
る
法
第
二
十
七
条
の
十
二
第
一
項
に
規
定
す
る
応
募
株
主
等
を
い
う
。

る
法
第
二
十
七
条
の
十
二
第
一
項
に
規
定
す
る
応
募
株
主
を
い
う
。

十
二
〜
十
四

（
略
）

十
二
〜
十
四

（
略
）

（
買
付
け
等
の
通
知
書
の
記
載
事
項
等
）

（
買
付
け
等
の
通
知
書
の
記
載
事
項
等
）

第
二
条

令
第
十
四
条
の
三
の
三
第
五
項
第
一
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め

第
二
条

令
第
十
四
条
の
三
の
三
第
五
項
第
一
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め

る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
〜
三

（
略
）

一
〜
三

（
略
）

四

当
該
通
知
書
に
係
る
応
募
株
主
等
に
関
す
る
事
項
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も

四

当
該
通
知
書
に
係
る
応
募
株
主
に
関
す
る
事
項
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の

のイ
〜
ハ

（
略
）

イ
〜
ハ

（
略
）

五

（
略
）

五

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

－１－



３

令
第
十
四
条
の
三
の
三
第
六
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
は
、

３

令
第
十
四
条
の
三
の
三
第
六
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
は
、

公
開
買
付
者
に
お
い
て
、
第
七
項
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
あ
ら
か
じ
め
、

公
開
買
付
者
に
お
い
て
、
第
七
項
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
あ
ら
か
じ
め
、

応
募
株
主
等
に
対
し
、
次
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「

応
募
株
主
に
対
し
、
次
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
電

電
磁
的
方
法
」
と
い
う
。
）
の
種
類
及
び
内
容
を
示
し
、
書
面
又
は
電
磁
的
方

磁
的
方
法
」
と
い
う
。
）
の
種
類
及
び
内
容
を
示
し
、
書
面
又
は
電
磁
的
方
法

法
に
よ
る
承
諾
を
得
て
い
る
場
合
と
す
る
。

に
よ
る
承
諾
を
得
て
い
る
場
合
と
す
る
。

４

令
第
十
四
条
の
三
の
三
第
六
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
方
法
は
、

４

令
第
十
四
条
の
三
の
三
第
六
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
方
法
は
、

次
に
掲
げ
る
方
法
と
す
る
。

次
に
掲
げ
る
方
法
と
す
る
。

一

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
の
う
ち
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
も
の

一

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
の
う
ち
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
も
の

イ

公
開
買
付
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
応
募
株
主
等
の
使
用
に
係

イ

公
開
買
付
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
応
募
株
主
の
使
用
に
係
る

る
電
子
計
算
機
と
を
接
続
す
る
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
送
信
し
、
受
信

電
子
計
算
機
と
を
接
続
す
る
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
送
信
し
、
受
信
者

者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
方

の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
方
法

法
ロ

公
開
買
付
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に

ロ

公
開
買
付
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に

記
録
さ
れ
た
通
知
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
応

記
録
さ
れ
た
通
知
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
応

募
株
主
等
の
閲
覧
に
供
し
、
当
該
応
募
株
主
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算

募
株
主
の
閲
覧
に
供
し
、
当
該
応
募
株
主
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に

機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
当
該
事
項
を
記
録
す
る
方
法
（
電
磁
的
方

備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
当
該
事
項
を
記
録
す
る
方
法
（
電
磁
的
方
法
に

法
に
よ
る
提
供
を
受
け
る
旨
の
承
諾
又
は
受
け
な
い
旨
の
申
出
を
す
る
場

よ
る
提
供
を
受
け
る
旨
の
承
諾
又
は
受
け
な
い
旨
の
申
出
を
す
る
場
合
に

合
に
あ
っ
て
は
、
公
開
買
付
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ

あ
っ
て
は
、
公
開
買
付
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ

た
フ
ァ
イ
ル
に
そ
の
旨
を
記
録
す
る
方
法
）

ァ
イ
ル
に
そ
の
旨
を
記
録
す
る
方
法
）

二

（
略
）

二

（
略
）

５

前
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
は
、
応
募
株
主
等
が
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
を
出
力

５

前
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
は
、
応
募
株
主
が
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
を
出
力
す

す
る
こ
と
に
よ
る
書
面
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

る
こ
と
に
よ
る
書
面
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

い

。

。

６

第
四
項
第
一
号
の
「
電
子
情
報
処
理
組
織
」
と
は
、
公
開
買
付
者
の
使
用
に

６

第
四
項
第
一
号
の
「
電
子
情
報
処
理
組
織
」
と
は
、
公
開
買
付
者
の
使
用
に

－２－



係
る
電
子
計
算
機
と
、
応
募
株
主
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通

係
る
電
子
計
算
機
と
、
応
募
株
主
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信

信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。

回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。

７

（
略
）

７

（
略
）

８

第
三
項
に
規
定
す
る
承
諾
を
得
た
公
開
買
付
者
は
、
当
該
応
募
株
主
等
か
ら

８

第
三
項
に
規
定
す
る
承
諾
を
得
た
公
開
買
付
者
は
、
当
該
応
募
株
主
か
ら
書

書
面
又
は
電
磁
的
方
法
に
よ
り
電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
供
を
受
け
な
い
旨
の
申

面
又
は
電
磁
的
方
法
に
よ
り
電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
供
を
受
け
な
い
旨
の
申
出

出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
応
募
株
主
等
に
対
し
、
当
該
通
知
書
に
記
載
す
べ

が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
応
募
株
主
に
対
し
、
当
該
通
知
書
に
記
載
す
べ
き
事

き
事
項
の
提
供
を
電
磁
的
方
法
に
よ
っ
て
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該

項
の
提
供
を
電
磁
的
方
法
に
よ
っ
て
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
応
募

応
募
株
主
等
が
再
び
同
項
に
規
定
す
る
承
諾
を
し
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な

株
主
が
再
び
同
項
に
規
定
す
る
承
諾
を
し
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

い
。

（
あ
ん
分
比
例
の
方
式
）

（
あ
ん
分
比
例
の
方
式
）

第
二
十
一
条

法
第
二
十
七
条
の
二
十
二
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第

第
二
十
一
条

法
第
二
十
七
条
の
二
十
二
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第

二
十
七
条
の
十
三
第
五
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
あ
ん
分
比
例
の
方

二
十
七
条
の
十
三
第
五
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
あ
ん
分
比
例
の
方

式
は
、
当
該
応
募
株
主
等
の
応
募
上
場
株
券
等
の
数
に
応
募
上
場
株
券
等
の
数

式
は
、
当
該
応
募
株
主
の
応
募
上
場
株
券
等
の
数
に
応
募
上
場
株
券
等
の
数
の

の
合
計
の
う
ち
に
占
め
る
買
付
け
等
を
す
る
上
場
株
券
等
の
数
の
合
計
の
割
合

合
計
の
う
ち
に
占
め
る
買
付
け
等
を
す
る
上
場
株
券
等
の
数
の
合
計
の
割
合
を

を
乗
じ
る
方
法
（
当
該
計
算
に
よ
っ
て
得
た
数
に
一
株
未
満
の
端
数
が
あ
る
と

乗
じ
る
方
法
（
当
該
計
算
に
よ
っ
て
得
た
数
に
一
株
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き

き
は
、
当
該
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
方
法
）
と
す
る
。

は
、
当
該
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
方
法
）
と
す
る
。

２
〜
４

（
略
）

２
〜
４

（
略
）

（
公
表
を
要
し
な
い
事
項
）

（
公
表
を
要
し
な
い
事
項
）

第
二
十
三
条

法
第
二
十
七
条
の
二
十
二
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で

第
二
十
三
条

法
第
二
十
七
条
の
二
十
二
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で

定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
に
基
づ
い
て
行
う
自
己
の
株
式
の

定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
に
基
づ
い
て
行
う
自
己
の
株
式
の

取
得
に
つ
い
て
の
当
該
発
行
者
の
業
務
執
行
を
決
定
す
る
機
関
に
よ
る
決
定
を

取
得
に
つ
い
て
の
当
該
会
社
の
業
務
執
行
を
決
定
す
る
機
関
に
よ
る
決
定
を
い

い
う
も
の
と
す
る
。

う
も
の
と
す
る
。

－３－



一

公
開
買
付
け
を
す
る
発
行
者
の
商
法
第
二
百
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

一

公
開
買
付
け
を
す
る
会
社
の
商
法
第
二
百
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
定

定
時
総
会
の
決
議
又
は
同
法
第
二
百
十
一
条
ノ
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
取

時
総
会
の
決
議
又
は
同
法
第
二
百
十
一
条
ノ
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
取
締

締
役
会
の
決
議
（
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）

役
会
の
決
議
（
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）

二

公
開
買
付
け
を
す
る
発
行
者
の
商
法
第
二
百
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

二

公
開
買
付
け
を
す
る
会
社
の
商
法
第
二
百
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

る
株
主
総
会
の
決
議
若
し
く
は
同
項
た
だ
し
書
に
よ
る
定
款
の
定
め
又
は
法

株
主
総
会
の
決
議
若
し
く
は
同
項
た
だ
し
書
に
よ
る
定
款
の
定
め
又
は
法
第

第
二
十
四
条
の
六
第
二
項
に
規
定
す
る
償
還
株
式
の
消
却
に
係
る
定
款
の
定

二
十
四
条
の
六
第
二
項
に
規
定
す
る
償
還
株
式
の
消
却
に
係
る
定
款
の
定
め

め
（
通
知
の
方
法
）

（
通
知
の
方
法
）

第
二
十
四
条

（
略
）

第
二
十
四
条

（
略
）

２

公
開
買
付
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
書
面
の
交
付
に
代
え
て
、
第
五
項
で

２

公
開
買
付
者
で
あ
る
会
社
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
公
開
買
付
会
社
」
と

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
公
開
買
付
け
に
係
る
上
場
株
券
等
の
買
付
け
等

い
う
。
）
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
書
面
の
交
付
に
代
え
て
、
第
五
項
で
定
め

の
申
込
み
に
対
す
る
承
諾
又
は
売
付
け
等
の
申
込
み
を
し
た
者
及
び
当
該
上
場

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
公
開
買
付
け
に
係
る
上
場
株
券
等
の
買
付
け
等
の
申

株
券
等
の
売
付
け
等
を
行
お
う
と
す
る
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
公
開
買

込
み
に
対
す
る
承
諾
又
は
売
付
け
等
の
申
込
み
を
し
た
者
及
び
当
該
上
場
株
券

付
申
込
者
等
」
と
い
う
。
）
の
承
諾
を
得
て
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
電

等
の
売
付
け
等
を
行
お
う
と
す
る
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
公
開
買
付
申

子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る

込
者
等
」
と
い
う
。
）
の
承
諾
を
得
て
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
電
子
情

方
法
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
電
磁
的
方
法
」

報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法

と
い
う
。
）
に
よ
り
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該

で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
電
磁
的
方
法
」
と
い

公
開
買
付
者
は
、
当
該
書
面
の
交
付
を
し
た
も
の
と
み
な
す
。

う
。
）
に
よ
り
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
公
開

買
付
会
社
は
、
当
該
書
面
の
交
付
を
し
た
も
の
と
み
な
す
。

一

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
の
う
ち
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
も
の

一

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
の
う
ち
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
も
の

イ

公
開
買
付
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
公
開
買
付
申
込
者
等
の
使

イ

公
開
買
付
会
社
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
公
開
買
付
申
込
者
等
の

用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
接
続
す
る
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
送
信
し

使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
接
続
す
る
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
送
信

、
受
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録

し
、
受
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記

－４－



す
る
方
法

録
す
る
方
法

ロ

公
開
買
付
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に

ロ

公
開
買
付
会
社
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル

記
録
さ
れ
た
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
公
開

に
記
録
さ
れ
た
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
公

買
付
申
込
者
等
の
閲
覧
に
供
し
、
当
該
公
開
買
付
申
込
者
等
の
使
用
に
係

開
買
付
申
込
者
等
の
閲
覧
に
供
し
、
当
該
公
開
買
付
申
込
者
等
の
使
用
に

る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
同
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を

係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
同
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項

記
録
す
る
方
法
（
電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
供
を
受
け
る
旨
の
承
諾
又
は
受

を
記
録
す
る
方
法
（
電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
供
を
受
け
る
旨
の
承
諾
又
は

け
な
い
旨
の
申
出
を
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
公
開
買
付
者
の
使
用
に
係

受
け
な
い
旨
の
申
出
を
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
公
開
買
付
会
社
の
使
用

る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
そ
の
旨
を
記
録
す
る
方
法
）

に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
そ
の
旨
を
記
録
す
る
方

法
）

二

（
略
）

二

（
略
）

３

（
略
）

３

（
略
）

４

第
二
項
第
一
号
の
「
電
子
情
報
処
理
組
織
」
と
は
、
公
開
買
付
者
の
使
用
に

４

第
二
項
第
一
号
の
「
電
子
情
報
処
理
組
織
」
と
は
、
公
開
買
付
会
社
の
使
用

係
る
電
子
計
算
機
と
、
公
開
買
付
申
込
者
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を

に
係
る
電
子
計
算
機
と
、
公
開
買
付
申
込
者
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と

電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。

を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。

５

公
開
買
付
者
は
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
提

５

公
開
買
付
会
社
は
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を

供
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
公
開
買
付
申
込
者
等
に
対
し

提
供
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
公
開
買
付
申
込
者
等
に
対

、
そ
の
用
い
る
次
に
掲
げ
る
電
磁
的
方
法
の
種
類
及
び
内
容
を
示
し
、
書
面
又

し
、
そ
の
用
い
る
次
に
掲
げ
る
電
磁
的
方
法
の
種
類
及
び
内
容
を
示
し
、
書
面

は
電
磁
的
方
法
に
よ
る
承
諾
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

又
は
電
磁
的
方
法
に
よ
る
承
諾
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

第
二
項
各
号
に
規
定
す
る
方
法
の
う
ち
公
開
買
付
者
が
使
用
す
る
も
の

一

第
二
項
各
号
に
規
定
す
る
方
法
の
う
ち
公
開
買
付
会
社
が
使
用
す
る
も
の

二

（
略
）

二

（
略
）

６

前
項
の
規
定
に
よ
る
承
諾
を
得
た
公
開
買
付
者
は
、
当
該
公
開
買
付
申
込
者

６

前
項
の
規
定
に
よ
る
承
諾
を
得
た
公
開
買
付
会
社
は
、
当
該
公
開
買
付
申
込

等
か
ら
書
面
又
は
電
磁
的
方
法
に
よ
り
電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
供
を
受
け
な
い

者
等
か
ら
書
面
又
は
電
磁
的
方
法
に
よ
り
電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
供
を
受
け
な

旨
の
申
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
公
開
買
付
申
込
者
等
に
対
し
、
第
一
項
各

い
旨
の
申
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
公
開
買
付
申
込
者
等
に
対
し
、
第
一
項

号
に
掲
げ
る
事
項
の
提
供
を
電
磁
的
方
法
に
よ
っ
て
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ

各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
提
供
を
電
磁
的
方
法
に
よ
っ
て
し
て
は
な
ら
な
い
。
た

－５－



し
、
当
該
公
開
買
付
申
込
者
等
が
再
び
前
項
の
規
定
に
よ
る
承
諾
を
し
た
場
合

だ
し
、
当
該
公
開
買
付
申
込
者
等
が
再
び
前
項
の
規
定
に
よ
る
承
諾
を
し
た
場

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
公
開
買
付
説
明
書
の
交
付
に
つ
い
て
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法

（
公
開
買
付
説
明
書
の
交
付
に
つ
い
て
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法

に
係
る
企
業
内
容
等
の
開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令
の
準
用
等
）

に
係
る
企
業
内
容
等
の
開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令
の
準
用
等
）

第
二
十
五
条
の
二

企
業
内
容
等
の
開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
昭
和
四
十
八
年

第
二
十
五
条
の
二

企
業
内
容
等
の
開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
昭
和
四
十
八
年

大
蔵
省
令
第
五
号
）
第
二
十
三
条
の
三
の
規
定
は
、
法
第
二
十
七
条
の
三
十
の

大
蔵
省
令
第
五
号
）
第
二
十
三
条
の
四
の
規
定
は
、
法
第
二
十
七
条
の
三
十
の

九
第
二
項
に
お
い
て
同
条
第
一
項
を
準
用
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

九
第
三
項
に
お
い
て
同
条
第
一
項
を
準
用
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

２

公
開
買
付
者
は
、
前
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
企
業
内
容
等
の
開
示
に

２

公
開
買
付
者
は
、
前
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
企
業
内
容
等
の
開
示
に

関
す
る
内
閣
府
令
第
二
十
三
条
の
三
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
（
次
項
及
び

関
す
る
内
閣
府
令
第
二
十
三
条
の
四
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
（
次
項
及
び

第
四
項
に
お
い
て
「
電
磁
的
方
法
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
法
第
二
十
七
条
の
九

第
四
項
に
お
い
て
「
電
磁
的
方
法
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
法
第
二
十
七
条
の
九

第
二
項
に
規
定
す
る
公
開
買
付
説
明
書
の
交
付
に
代
え
て
当
該
説
明
書
に
記
載

第
二
項
に
規
定
す
る
公
開
買
付
説
明
書
の
交
付
に
代
え
て
当
該
説
明
書
に
記
載

す
べ
き
事
項
を
提
供
す
る
と
き
は
、
株
券
等
の
売
付
け
等
を
行
お
う
と
す
る
者

す
べ
き
事
項
を
提
供
す
る
と
き
は
、
株
券
等
の
売
付
け
等
を
行
お
う
と
す
る
者

に
対
し
、
第
十
五
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
が
表
示
さ
れ
た
画
像
を
閲
覧

に
対
し
、
第
十
五
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
が
表
示
さ
れ
た
画
像
を
閲
覧

さ
せ
る
こ
と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
当
該
事
項
に
関
し
て
注
意
を
促
さ
な
け
れ

さ
せ
る
こ
と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
当
該
事
項
に
関
し
て
注
意
を
促
さ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

ば
な
ら
な
い
。

３

（
略
）

３

（
略
）

４

法
第
二
十
七
条
の
二
十
二
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
七
条

４

法
第
二
十
七
条
の
二
十
二
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
七
条

の
九
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
既
に
公
開
買
付
説
明
書
を
交
付
し
て
い
る
者
に
対

の
九
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
既
に
公
開
買
付
説
明
書
を
交
付
し
て
い
る
者
に
対

し
訂
正
を
し
た
公
開
買
付
説
明
書
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
公
開
買
付
者

し
訂
正
を
し
た
公
開
買
付
説
明
書
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
公
開
買
付
者

は
、
当
該
訂
正
の
範
囲
が
小
範
囲
に
止
ま
る
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
に
お
い

は
、
当
該
訂
正
の
範
囲
が
小
範
囲
に
止
ま
る
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
に
お
い

て
準
用
す
る
企
業
内
容
等
の
開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
二
十
三
条
の
三
第
一

て
準
用
す
る
企
業
内
容
等
の
開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
二
十
三
条
の
四
第
一

項
の
承
諾
を
し
て
い
る
者
に
対
し
て
は
、
第
十
五
条
第
五
項
に
規
定
す
る
書
面

項
の
承
諾
を
し
て
い
る
者
に
対
し
て
は
、
第
十
五
条
第
五
項
に
規
定
す
る
書
面

を
交
付
す
る
方
法
に
代
え
て
、
訂
正
の
理
由
、
訂
正
し
た
事
項
及
び
訂
正
後
の

を
交
付
す
る
方
法
に
代
え
て
、
訂
正
の
理
由
、
訂
正
し
た
事
項
及
び
訂
正
後
の

－６－



内
容
を
電
磁
的
方
法
に
よ
り
提
供
す
る
方
法
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

内
容
を
電
磁
的
方
法
に
よ
り
提
供
す
る
方
法
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
公
開
買
付
届
出
書
の
写
し
の
送
付
に
つ
い
て
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す

（
公
開
買
付
届
出
書
の
写
し
の
送
付
に
つ
い
て
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す

る
方
法
に
係
る
発
行
者
以
外
の
者
に
よ
る
株
券
等
の
公
開
買
付
け
の
開
示
に
関

る
方
法
に
係
る
発
行
者
で
あ
る
会
社
以
外
の
者
に
よ
る
株
券
等
の
公
開
買
付
け

す
る
内
閣
府
令
の
準
用
）

の
開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令
の
準
用
）

第
二
十
五
条
の
三

発
行
者
以
外
の
者
に
よ
る
株
券
等
の
公
開
買
付
け
の
開
示
に

第
二
十
五
条
の
三

発
行
者
で
あ
る
会
社
以
外
の
者
に
よ
る
株
券
等
の
公
開
買
付

関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
二
年
大
蔵
省
令
第
三
十
八
号
）
第
三
十
三
条
の
三
の

け
の
開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
二
年
大
蔵
省
令
第
三
十
八
号
）
第
三
十

規
定
は
、
法
第
二
十
七
条
の
三
十
の
十
一
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
開
買
付
届

三
条
の
三
の
規
定
は
、
法
第
二
十
七
条
の
三
十
の
十
一
第
二
項
の
規
定
に
よ
る

出
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
の
提
供
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

公
開
買
付
届
出
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
の
提
供
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

－７－



九 発 行 者 で あ る 会 社 に よ る 上 場 株 券 等 の 公 開 買 付 け の 開 示 に 関 す る 内 閣 府 令（ 平 成 六 年 大 蔵 省 令 第 九 十 五 号）

改 正 案 現 行

発行者による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令 発行者である会社による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令

第一号様式 第一号様式

公開買付けによる買付け等の通知書 公開買付けによる買付け等の通知書

（略） （略）

（記載上の注意） （記載上の注意）

(１)～(３) （略） (１)～(３) （略）

(４) 応募に関して買付け等をする上場株券等又は返還する上場株券等 (４) 応募に関して買付け等をする上場株券等又は返還する上場株券等

ａ 当該応募株主等から買付け等をする上場株券等又は当該応募株主等に返還する上場株券 ａ 当該応募株主から買付け等をする上場株券等又は当該応募株主に返還する上場株券等に

等について記載すること。 ついて記載すること。

ｂ～ｅ （略） ｂ～ｅ （略）

(５) （略） (５) （略）

－１－



改 正 案 現 行

発行者による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令 発行者である会社による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令

第二号様式 第二号様式

【表紙】 【表紙】

【提出書類】 公開買付届出書 【提出書類】 公開買付届出書

（略） （略）

第１【公開買付要項】 第１【公開買付要項】

１～８ （略） １～８ （略）

９【その他買付け等の条件及び方法】⑽ ９【その他買付け等の条件及び方法】⑽

⑴・⑵ （略） ⑴・⑵ （略）

⑶【応募株主等の契約の解除権についての事項】 ⑶【応募株主の契約の解除権についての事項】

⑷～⑹ （略） ⑷～⑹ （略）

第２【公開買付者の状況】 第２【公開買付者の状況】

１【発行者の概要】⑾ １【会社の概要】⑾

⑴【発行者の沿革】 ⑴【会社の沿革】

⑵【発行者の目的及び事業の内容】 ⑵【会社の目的及び事業の内容】

⑶ （略） ⑶ （略）

２・３ （略） ２・３ （略）

（記載上の注意） （記載上の注意）

(１)～(９) （略） (１)～(９) （略）

(10) その他買付け等の条件及び方法 (10) その他買付け等の条件及び方法

ａ・ｂ （略） ａ・ｂ （略）

ｃ 「⑶ 応募株主等の契約の解除権についての事項」には、法第２７条の２２の２第２項 ｃ 「⑶ 応募株主の契約の解除権についての事項」には、法第２７条の２２の２第２項に

において準用する法第２７条の１２の規定の内容をわかりやすく記載すること。 おいて準用する法第２７条の１２の規定の内容をわかりやすく記載すること。

ｄ～ｆ （略） ｄ～ｆ （略）

(11) 発行者の概要 (11) 会社の概要

ａ 「⑴ 発行者の沿革」には、創立の経緯、商号の変更、合併、増減資等による資本の変 ａ 「⑴ 会社の沿革」には、創立の経緯、商号の変更、合併、増減資等による資本の変動

動、事業目的の変更、工場の新設等主な変遷につき簡単に記載すること。 、事業目的の変更、工場の新設等主な変遷につき簡単に記載すること。

ｂ 「⑵ 発行者の目的及び事業の内容」には、定款に記載された目的を記載し、現在営ん ｂ 「⑵ 会社の目的及び事業の内容」には、定款に記載された目的を記載し、現在営んで

でいる事業についてわかりやすく説明すること。 いる事業についてわかりやすく説明すること。

ｃ （略） ｃ （略）

(12) 経理の状況 (12) 経理の状況

ａ 次に掲げる場合に応じ、次に掲げるものを記載すること。 ａ 「財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和３８年大蔵省令第５９号）

－２－



⒜ 公開買付者が有価証券報告書の提出者であって連結財務諸表（連結財務諸表の用語、 の規定により作成した財務諸表（貸借対照表、損益計算書及び利益処分計算書（又は損失

様式及び作成方法に関する規則（昭和５１年大蔵省令第２８号）の規定により作成した 処理計算書）に限る。以下同じ。）を記載すること。ただし、同規則第２条の規定により

連結財務諸表をいう。以下同じ。）を作成している場合 他の法令、準則等の定めるところにより財務諸表を作成している場合には、当該財務諸表

連結財務諸表（連結貸借対照表、連結損益計算書及び利益処分計算書（又は損失処理 を記載し、その旨注記すること。

計算書）に限る。以下同じ。）を記載すること。

⒝ ⒜以外の場合

「財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和３８年大蔵省令第５９号

）の規定により作成した財務諸表（貸借対照表、損益計算書及び利益処分計算書（又は

損失処理計算書）に限る。以下同じ。）を記載すること。ただし、同規則第２条の規定

により他の法令、準則等の定めるところにより財務諸表を作成している場合には、当該

財務諸表を記載し、その旨注記すること。

なお、公開買付者が外国法人等である場合で、上記規則により作成することが困難で

あるときには、その国の法令の規定又は慣習により作成した財務諸表を記載することが

できる。この場合において、特殊な会計処理をしているもの又は特異な科目表示をして

いるものがあれば、それについてわかりやすく説明すること。

ｂ これらの財務諸表は、最近３事業年度のものを掲げることとし、事業年度順に左側から ｂ これらの財務諸表は、最近３事業年度のものを掲げることとし、事業年度順に左側から

右側に配列して記載すること。ただし、最近事業年度に係る有価証券報告書の提出日以降 右側に配列して記載すること。ただし、最近事業年度に係る有価証券報告書（法２４条第

届出書提出日までの間に半期報告書を提出している場合には、最近３事業年度の財務諸表 １項に規定する有価証券報告書をいう。）の提出日以降届出書提出日までの間に半期報告

とともに中間貸借対照表及び中間損益計算書を掲げること。 書（法第２４条の５第１項に規定する半期報告書をいう。）を提出している場合には、最

ｃ （略） 近３事業年度の財務諸表とともに中間貸借対照表及び中間損益計算書を掲げること。

ｃ （略）

(13) （略） (13) （略）

－３－



改 正 案 現 行

発行者による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令 発行者である会社による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令

第三号様式 第三号様式

【表紙】 【表紙】

【提出書類】 公開買付撤回届出書 【提出書類】 公開買付撤回届出書

（略） （略）

１【公開買付けの内容】 １【公開買付けの内容】

⑴【対象者名】 ⑴【対象会社名】

⑵・⑶ （略） ⑵・⑶ （略）

２～４ （略） ２～４ （略）

（記載上の注意） （記載上の注意）

（略） （略）

－４－


